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合させるという重大な変化であった。しかし、新しい国家教育法による変化は、教育は主として巨

大で、多様な社会につながる学校に属しているに過ぎず、学校だけに限定されるものではない、とい

う点を強調しているO この変化は、前衰のとおりであるO

うマ 5世の治世以前、タイの教育は、地域コミュニティと家族の需要に呼応するかたちで、家庭

や寺院、宮廷から提供され、監督されていた。そしてその教育は地域コミュニティにおける真の利

益を目的とするものであった。しかし、植民地政策時代における列強諸国に習い、工業化を中心と

した国家発展を自指すにあたって、国は行政や各藍業分野で働く新世代の人々を必要としていた。

その結果、学校はその第I段階において新しい教育機関の代表となったのであるO

現在、情報及びコミュニケーション＠テクノロジーの進歩により、学校は現代的で進歩した唯一

の存在ではなくなった。他の組織はより一層近代化した。更にいえば、社会からの需要の多様化に

より、もはや学校だけが教育制度の中核ではありえない。様々な種類の教育及び教育機関が必要と

されているのである。

2. 変化の本質的概念と議造

しし よる本質的概念の変化については、以下の 9点にまとめられる。

1. 目的－ ため し、働ける

した人間となること

もしくは共同搾の概念2. 教授内容の要旨：都市もしくは外国の襟念一一一一→

3.教授方法：教師中心

：学校のみ ＠職場等

と専門組織の責任

よる決定

審議会による

地域及び学校による

外部管理

A
A
p
h
u
ρ
h
u

門

i

n
む

Q
U

．個人による決定

以上9点の概念的変化は、タイの教育システムを次のような新たな構造へと導いた。

1）全国レベルでの変化：新しい教育省は、前教育省、高等教育省（Ministryof University 

Affairs）、国家教育局（Officeof七heNational Education Commission）を解体、融合

することで調整されてきた。襟々な部門を解体し、

り

そして職業教育

ることで、内的行政システムを確

しているという特徴が見られるO

る

を監督する職業教育局など、 4つ

している O この新教育省には、

2）地方レベルでの変化：地方レベノレの教育藍域で、は、

財務、そして人事に関する基本的な判断に責任を持つようになった。全国295の毘域は、

地方レベルにおける基礎教育に対して、それぞれ責任を持つことになるとされている O
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レベノレ4

(10-12学年）
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竣

＜注＞審：各教育機関が、思考や学習、問題解決の碁盤形成のために行う教育内容c

警：人語としての発達や、思考及び労識に関する潜在的可能性を高める教育内容。

畠： 8領域の学習内容以外の学習や、椙々の諮在能力開発のための啓発活動。
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教育機関は、生徒のおかれている環境と状況に合った学習時間と学習内容を設定する必要がある。

私的教育機関では、教育設階に応じて学習時間とレベjレを取り決めているO

コア＠カリキュラムは8つの学習内容もしくは8教科から構成され、これらの科目は全学習段階

において学ばれなければならない。各教育段階＠レベルにおいて何をどのように教えるかというこ

とは、各学校もしくは教育機関の重要な業務である。学校が固有の発展を遂げるための基盤として、

基礎教育カリキュラムが学習内容と基準を規定しているのであるO 学校で展開されるタイ語の学習

内容と基準の実例を以下に示す。

学習の内容と基準

基礎教育カリキュラムは、良質な生活に不可欠な基盤として、同時に、 の内容と基準、

特に生徒が基礎教育を終えた時点で基礎がしっかりと培われているための基準として規定され

るO 教育機関は、各生徒の能力、適性、関心に応じて、教育の内容と基準を調整することが可

能である。基礎教青の内容と基準に関しては、以下のように詳細を定める。

タイ語

内容 1：読解

1 -1：意思決定、問題解決、人生に関する

考能力擁立のための読解。

2 -1：コミュニケーションのため、作文や要約、

い資料や調査報告の書き

3：聴解、理解及び会話

3 -1：冷静に聴き、 し、 な状況に対し

や考え、感情を表現できるようになるため

内容4：言語使用の原則

ための知識及び思

な形式のストー 1）一、能率の良

さと って各々の知識

4-1：タイ語の特徴と法則、言語の変化と影響力に関する理解と、言語に関する知識、

国家的財産としてのタイ語を愛し、維持することについて学ぶ。

4-2：知識を探求し、資質や人格、言語と文化、キャリア、社会、日常生活それぞれ

の相互関係に関わる言語使用を可能にするO

内容5：文学及び著作

5 -1：理解と意見の表現、タイの文学及び著述に対する鋭い見識、実生活への適用に

ついて学ぶ。

科学、社会科、宗教及び文化、保健体育、芸術、職業及び科学技術、外国語の教科内容も

伺様に定められている。

カリキュラムは内容と基準だけでなく、学校もしくは教育機関が行う学習や評価活動の展開、

それぞれの学校段階でのカリキュラム開発方法に関する指針をも示しているO
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コア e カリキュラムは、

つ

のカリキュラム

したよう し百 している。そのため、
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目的や
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陥っている。また、科学技能や国経的メヂィア及びコミュ

ニケーションの発展；立、地球規読での博報や{illj｛［宣観の移行を号，き

した。タイ iっ と

いう ら、タイの子どもたちが、

ようになっていることが明らかになった。

カ 1）キュラムと

ほとんど

Lっ

さらに、タイの していないこと

る

り

る

っていないこと らかになっ

カリキュラム

その後はコア＠カワキュラム

さ 辻、国の定めるコア＠カリキュラムの

している地域コミュニティの要求に合致した

る。でいる

白

キュラムは、 とし

ついて決めなければならない。コア e カ1)

して定められているG 学校は、教育が定められた
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方向で実践できているかどうかを監督しなければならなし」プーケット州のThalangSchoolは試

験学校として、次のような手順で学校教育制度カリキュラムを実施しているO

第1段賠教育制度の準備

1.教育制度審議会を構成する学校運営管理者、教師、保護者、共同体、そして生徒の承認

2. カリキュラム開発審議会に対する教育省の規定と教育基盤学術研究2001(Foundation 

Education 2001）の学術的業績に基づく教育制度審議会と分科会委員の任命

3.生徒、保護者、地域コミュニティ、コミュニティ内の組織への情報公開

教育制度に関する清報資料の組織的整備

教脊の鷲的発展及び教育命日度の構造的発展のための計画立案

4. 学校教育制度カリキュラムの内容立案に必要な知識や理解力、そして知識の活用能力を有

した人材の開発

第2段階学校教育制度カリキュラムの内容立案

1.関連資料の研究及び分析

2. 学校教育制度カリキュラムに基づく教育提供の哲学と呂標設定

3. 各学年段階（第7～第9学年、第10～第12学年）におけるカリキュラム構造の立案と学習

時間の整備

4. 各科目群の学習規範及び学習内容設定

1) 1年もしくは 1学期の学習規範策定

2) 1年もしくは 1学期の学習内容策定

3）科目名、時間数、

4) 1年もしくは 1学期のシラパス作成

5) 

6）学習計画の作成

5.生徒発達を目的とする活動内容の設定

6.学習メディアの設定

7.試験及び評価に関する設定

第3段踏基礎教育カリキュラムの運用計癌

1.学習活動計画の運用

学校運営管理者は教師に、自己発達と、ある学習活動の関係者が共同で行う学習活動計画

の規定について理解させる必要があるO

1）生徒が最も重視する学習活動

2）様々な学習資源の使用

3）学習メディア、新制度、科学技術の利用

4）学習に最適な雰囲気の創造
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5) 
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第7段蕗 カリキュラム運用過程の向上。

1. カ 1）キュラ と

41ー

きるよう

る

と様々な



案の活用

2. カリキュラム運用過程をより効率的にするための向上＠発展

現在、 ThalangSchoolは、国家基礎教育カりキュラムの指針に従った独自のカリキュラムを持

ち、上述の 7段階を展開しているO

5.成功か失敗か：私たち自身の実践

「学校教育制度カリキュラムj は、生徒や地域コミュニティのニーズに教育が応えられていない

という問題や、教育があらゆる社会問題から生徒を救い出すことができていないという問題を解決

するための、新制度と位罷づけられている。学校は、薬物問題やエイズ問題、性の問題等の重要な

社会＠環境問題に対処するため、学術研究及び専門研究と連携し、独自の教育システムを策定する

権限を認められているO 特に教斉機関委員会は、 システムの立案と、その新しいカリキュラム

に基づく実践において、重要な役割を果たす。

2002年6丹から始まった新学期では、 474の中等学校が独自の学校教育制度カ 1）キュラムを試行、

しているO いくつかの問題、特に独自カリキュラムを開発する際の教師の知識と理解力不足の

よみ

これまでの状況から明らかになってきている。これ辻、

よって定められていたため、教師は教授方法だけ

教授内容を自ら選択するということに関して、

た。また、事庁しし は主とし

し していない。そのため、このカリキュうム

題ではない。加えて、これまでカリキュう

たのである。

る外部評錨な

タイ は劇的な変化の只中にある。特に、カリキュラム

ス きく

いて、全てのカリキュラ

いたためである。これ

まだ有していなかつ

はこうした教授法に関

ことは決して易しし

たく行われて来なかっ

プロセ

るものである。過去にお

いては教育問題が生じた場合、教師や学技運営管理者は大抵、教育省や、悪いカ 1）キュラムの立案

と運用に関わった他の省庁を非難してきた。しかし今回の改革に関しては、たとえそれが成功であ

ろうと失敗であろうと、我々教師や学校運営管理者は、その結果を自らの責任として、冷静に受け

入れなければならない。

もちろん、私たちが望むのは失敗より成功であるO それならば、私たちは一体何をどうすべきな

のであろうか。
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